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           午後３時00分 開会 

 

 ◎開会・開議 

○議長（亀野冨二夫議員） ご苦労さまで

す。 

 ただいまの出席議員は14名であります。定

足数に達しております。 

 ただいまから平成27年第４回中能登町議会

臨時会を開会します。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたし

ます。 

 さきの６月定例会において可決されました

国の教育予算の拡充を求める意見書、認知症

への取り組みの充実強化に関する意見書、地

方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直

しを求める意見書、以上３件は、内閣総理大

臣初め関係方面に提出をいたしましたので報

告します。 

 次に、地方自治法第121条の規定による本

会議に出席する者を別紙の説明員職氏名一覧

表としてお手元に配付しましたので、ご了承

願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎会議録署名議員の指名 

○議長（亀野冨二夫議員） 日程第１ 会議

録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第

118条の規定により、６番 南 昭栄議員、

７番 諏訪良一議員を指名いたします。 

 

 ◎会期の決定 

○議長（亀野冨二夫議員） 日程第２ 会期

の決定を議題とします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は本日１日としたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（亀野冨二夫議員） 異議なしと認め

ます。 

 よって、会期は本日１日とすることに決定

しました。 

 

 ◎議 案 上 程 

○議長（亀野冨二夫議員） 日程第３ 

 承認第16号 専決処分の承認を求めること

について（平成27年度中能登町一般会計補正

予算）及び 

 議案第54号 工事請負契約の締結について

（平成26年度（26年発生）農業用施設災害復

旧事業4070-6001武部地区排水路復旧工事） 

 以上、議案２件を一括して議題とします。 

 

 ◎提案理由説明 

○議長（亀野冨二夫議員） 町長から議案に

ついて提案理由の説明を求めます。 

 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 本日ここに、平成27年第４

回中能登町議会臨時会を招集いたしましたと

ころ、議員各位には公私ともに何かとご多用

の中、ご出席をいただきまして、まことにあ

りがとうございます。 

 本日の臨時会に提案をいたしました議案に

ついて説明をいたします。 

 最初に、承認第16号 平成27年度中能登町

一般会計補正予算、専決処分の承認を求める

ことにつきましては、２件の専決処分を行

い、１件は、石川県消防操法大会に鹿西分団

と御祖分団が出場しましたので、大会出場費

補助金として110万円を追加したものであり

ます。もう１件は、在宅複合施設「ほのぼ

の」の厨房業務用冷蔵庫が経年劣化により冷

却しない状態が発生し、緊急に更新を行う必

要があるため、70万円を追加したものであり

ます。 

 以上２件の追加により、一般会計歳入歳出
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予算の総額に歳入歳出それぞれ180万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ106億2,581万7,000円とし、７月13日付で

専決処分を行いましたので、地方自治法第

179条第３項の規定により議会に報告し、専

決処分の承認を求めるものであります。 

 次に、議案第54号 工事請負契約の締結に

つきましては、平成26年度農業用施設災害復

旧事業武部地区排水路復旧工事について、７

月30日に４社が参加して事後審査型制限つき

一般競争入札を執行した結果、6,674万4,000

円で壁屋建設株式会社に落札者を決定し、仮

契約を締結したものであります。 

 この工事は、平成26年８月に武部地内で発

生した豪雨災害による排水路の被災箇所の復

旧工事を行うものであります。 

 以上、本日提出いたしました議案各件につ

きその大要をご説明申し上げましたが、議員

各位におかれましては、慎重なるご審議をい

ただき、適切なる議決を賜りますようお願い

を申し上げまして、提案理由の説明を終わり

ます。 

○議長（亀野冨二夫議員） 町長の提案理由

の説明が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 承認第16号及び議案第54号については、委

員会付託を省略したいと思います。これにご

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（亀野冨二夫議員） 異議なしと認め

ます。 

 よって、承認第16号及び議案第54号につい

ては、委員会付託を省略します。 

 

 ◎議 案 質 疑 

○議長（亀野冨二夫議員） これより、承認

第16号について質疑を行います。 

 質疑の方はありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（亀野冨二夫議員） ないようであり

ます。 

 以上で質疑を終結します。 

 

 ◎討論・採決 

○議長（亀野冨二夫議員） これより、承認

第16号について討論を行います。 

 討論はありますか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（亀野冨二夫議員） ないようであり

ます。 

 承認第16号の討論を終結いたします。 

 次に、承認第16号について採決を行いま

す。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成

の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（亀野冨二夫議員） 起立全員であり

ます。 

 よって、承認第16号は、原案のとおり承認

されました。 

 

 ◎議 案 質 疑 

○議長（亀野冨二夫議員） 次に、議案第54

号について質疑を行います。 

 質疑の方はありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（亀野冨二夫議員） ないようであり

ます。 

 質疑を終結します。 

 

 ◎討論・採決 

○議長（亀野冨二夫議員） これより、議案

第54号について討論を行います。 

 討論はありますか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（亀野冨二夫議員） ないようであり

ます。 

 議案第54号の討論を終結いたします。 

 続いて、議案第54号について採決を行いま
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す。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（亀野冨二夫議員） 起立全員であり

ます。 

 よって、議案第54号は、原案のとおり可決

されました。 

 ここで、暫時休憩します。 

           午後３時10分 休憩 

 

           午後３時29分 再開 

○副議長（宮下為幸議員） 休憩前に引き続

き会議を開きます。 

 かわって副議長の宮下が議長の職務を行い

ますので、ご協力をお願いいたします。 

 

 ◎追 加 日 程 

○副議長（宮下為幸議員） ただいま亀野冨

二夫議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 議長の辞職を日程に追加し、追加日程第１

として、直ちに議題とすることにご異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○副議長（宮下為幸議員） 異議なしと認め

ます。 

 よって、議長の辞職を日程に追加し、追加

日程第１として、直ちに議題とすることに決

定しました。 

 ここで、追加日程表を配付のため暫時休憩

します。 

           午後３時31分 休憩 

 

           午後３時32分 再開 

○副議長（宮下為幸議員） 会議を再開しま

す。 

 

 ◎議長の辞職 

○副議長（宮下為幸議員） 追加日程第１ 

議長の辞職を議題とします。 

 地方自治法第117条の規定によって、９番

 亀野冨二夫議員の退場を求めます。 

  〔９番（亀野冨二夫議員）退場〕 

○副議長（宮下為幸議員） まず、その辞職

願を朗読させます。 

 田中議会事務局長 

○議会事務局長（田中栄一君） 辞職願。今

般、一身上の都合により中能登町議会議長を

辞職したいので、地方自治法第108条の規定

により取り計らいくださるようお願いしま

す。 

 平成27年８月７日 

  中能登町議会副議長 宮下為幸殿 

  中能登町議会議長  亀野冨二夫 

○副議長（宮下為幸議員） お諮りいたしま

す。 

 亀野冨二夫議員の議長の辞職を許可するこ

とにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○副議長（宮下為幸議員） 異議はないもの

と認め、亀野冨二夫議員の議長の辞職を許可

することに決定しました。 

 亀野議員の入場を許可します。 

  〔９番（亀野冨二夫議員）入場〕 

○副議長（宮下為幸議員） 議長の辞職は許

可されましたので、ここで議長退任の挨拶を

受けることとします。亀野議員、ご登壇願い

ます。 

  〔９番（亀野冨二夫議員）登壇〕 

○９番（亀野冨二夫議員） 一言ご挨拶申し

上げます。 

 昨年の７月７日に就任させていただいて以

来、約１年余りの間、中能登町議会議長の任

を務めさせていただきました。至らない面も

多々あったこととは思いますが、本日こうし

て無事バトンをお渡しすることができますこ

とを感謝申し上げます。 

 皆様のご協力、お支えに改めて感謝を申し
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上げまして、甚だ簡単ではございますが、お

礼のご挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○副議長（宮下為幸議員） ご苦労さまでし

た。 

           午後３時34分 休憩 

 

           午後４時40分 再開 

○副議長（宮下為幸議員） 休憩に引き続き

再開いたします。 

 時間延長いたします。 

 

 ◎追 加 日 程 

○副議長（宮下為幸議員） ただいま議長が

欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２

として、直ちに選挙を行いたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○副議長（宮下為幸議員） 異議なしと認め

ます。 

 よって、議長の選挙を日程に追加し、追加

日程第２として、直ちに選挙を行うことに決

定しました。 

 ここで、追加日程表を配付のため暫時休憩

します。 

           午後４時43分 休憩 

 

           午後４時44分 再開 

○副議長（宮下為幸議員） 会議を再開しま

す。 

 

 ◎議長の選挙 

○副議長（宮下為幸議員） 追加日程第２ 

議長の選挙を行います。 

 議長の選挙を行う前に、中能登町議会基本

条例第５条第７項の規定によって、議長の職

を志願する議員に所信を表明する機会を与え

ます。 

 所信を表明する方は挙手願います。 

 10番 甲部昭夫議員 

○10番（甲部昭夫議員） 中能登町議会議長

に立候補するに当たり、所信の一端を申し上

げます。 

 私は、議会基本条例の趣旨にのっとり、地

域の発展と町民福祉の向上のため、町民とと

もに歩み、行動し、創造性豊かな政策づくり

に努めることによって、町民に信頼される開

かれた議会をつくることをお誓いします。ま

た、庁舎を初めとした町有施設の統廃合の課

題に対しても取り組まなければならないと考

えております。 

 町民の皆様の期待と要望をよく理解し、中

能登町のために全力を尽くしてまいる所存で

ございます。 

 以上、決意表明といたします。 

 何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○副議長（宮下為幸議員） そのほか所信表

明される方おいでませんか。 

 ４番 山本孝司議員 

○４番（山本孝司議員） 議長選挙に当たり

所信表明をいたします。 

 私は、議会は開かれた議会でなければなら

ないと思います。私が議員になって開かれた

議会をと言っていましたが、今まだまだ開か

れてはいないと思います。幾つか改善されて

はいますが、私たちは町民の皆さんに対して

いろいろと聞かれれば説明をする義務がある

と思います。 

 議員の皆さん、どうかよろしくお願いいた

します。 

○副議長（宮下為幸議員） ほかに所信を表

明する方はいませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○副議長（宮下為幸議員） 以上で所信表明

を終わります。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法は、地方自治法第118条第１項

の規定によって、投票により行いたいと思い



－8－ 

ます。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○副議長（宮下為幸議員） 異議なしと認め

ます。 

 したがって、選挙の方法は投票により行い

ます。 

 議場の出入り口を閉鎖します。 

  〔議場閉鎖〕 

○副議長（宮下為幸議員） ただいまの出席

議員数は14人です。 

 立会人を指名します。会議規則第32条第２

項の規定によって、立会人に１番 土本 稔

議員、２番 林 真弥議員を指名します。 

 投票用紙を配付します。 

  〔投票用紙配付〕 

○副議長（宮下為幸議員） 念のため申し上

げます。投票は単記無記名であります。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○副議長（宮下為幸議員） 配付漏れなしと

認めます。 

 投票箱を点検します。 

  〔投票箱点検〕 

○副議長（宮下為幸議員） 異状なしと認め

ます。 

 投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、事

務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので

順番に投票願います。 

 それでは、事務局長、お願いします。 

  〔点呼、投票〕 

○副議長（宮下為幸議員） 投票漏れはあり

ませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○副議長（宮下為幸議員） 投票漏れなしと

認めます。 

 投票を終了します。 

 開票を行います。 

 １番 土本 稔議員、２番 林 真弥議

員、開票の立ち会いをお願いします。 

 事務局、開票願います。 

  〔開  票〕 

○副議長（宮下為幸議員） 選挙の結果を報

告します。 

  投票総数 14票 

 これは先ほどの出席議員数に符合しており

ます。 

 そのうち 

  有効投票 14票 

  無効投票 ０票 

 有効投票中 

  10番 甲部昭夫議員 ８票 

  ４番 山本孝司議員 ６票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は４票です。 

 よって、議長に甲部昭夫議員が当選されま

した。 

 議場出入り口の閉鎖を解きます。 

  〔議場開鎖〕 

○副議長（宮下為幸議員） ただいま議長に

当選されました甲部昭夫議員が議場におられ

ますので、この席から、会議規則第33条第２

項の規定により告知をします。 

 ここで、当選人から挨拶の申し出がありま

すので、これを許します。ご登壇願います。 

  〔10番（甲部昭夫君）登壇〕 

○10番（甲部昭夫君） このたびは、名誉あ

る第８代中能登町議会議長に就任させていた

だくことになりました。まことにありがとう

ございます。 

 先ほども申し上げましたが、中能登町の発

展のため努力を惜しまない覚悟でございま

す。また、中能登町議会の融和と円満な運営

に努める所存でございます。 

 何とぞ各位のご指導、ご鞭撻、ご協力を賜

りますよう心よりお願いを申し上げまして、

就任の挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○副議長（宮下為幸議員） 以上で私の職務

は終了しました。ご協力ありがとうございま

した。 
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 甲部昭夫議長、議長席にお着き願います。 

  〔甲部昭夫君、議長席に着席〕 

○議長（甲部昭夫君） これより議長として

の職を務めさせていただきます。 

 ここで、暫時休憩します。 

 なお、休憩中に議会運営委員会及び議員協

議会を開催いたしますので、議員は会議室へ

お集まりください。 

           午後５時08分 休憩 

 

           午後５時31分 再開 

○議長（甲部昭夫君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 

 ◎追 加 日 程 

○議長（甲部昭夫君） ただいま亀野冨二夫

議員から石川県後期高齢者医療広域連合議会

議員の辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 石川県後期高齢者医療広域連合議会議員の

辞職を日程に追加し、追加日程第３として、

直ちに議題とすることにご異議ありません

か。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、石川県後期高齢者医療広域連合議

会議員の辞職を日程に追加し、追加日程第３

として、直ちに議題とすることに決定しまし

た。 

 ここで、追加日程表を配付のため暫時休憩

します。 

           午後５時33分 休憩 

 

           午後５時34分 再開 

○議長（甲部昭夫君） 会議を再開します。 

 

 ◎石川県後期高齢者医療広域連合議会議員 

  の辞職 

○議長（甲部昭夫君） 追加日程第３ 石川

県後期高齢者医療広域連合議会議員の辞職を

議題とします。 

 ９番 亀野冨二夫議員は、地方自治法第

117条の規定によって退場を求めます。 

  〔９番（亀野冨二夫議員）退場〕 

○議長（甲部昭夫君） お諮りいたします。 

 亀野議員の石川県後期高齢者医療広域連合

議会議員の辞職を許可することにご異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫君） 異議はないものと認

め、亀野冨二夫議員の辞職を許可することに

決定しました。 

 亀野議員の入場を許可します。 

  〔９番（亀野冨二夫議員）入場〕 

 

 ◎追 加 日 程 

○議長（甲部昭夫君） ただいま石川県後期

高齢者医療広域連合議会議員が欠員となりま

した。 

 お諮りいたします。 

 石川県後期高齢者医療広域連合議会議員の

選挙を日程に追加し、追加日程第４として、

直ちに選挙を行いたいと思います。これにご

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、石川県後期高齢者医療広域連合選

出議員の選挙を日程に追加し、追加日程第４

として、直ちに選挙することに決定しまし

た。 

 ここで、追加日程表を配付のため暫時休憩

します。 

           午後５時36分 休憩 

 

           午後５時37分 再開 

○議長（甲部昭夫君） 会議を再開します。 

 

 ◎石川県後期高齢者医療広域連合議会議員 
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  の選挙 

○議長（甲部昭夫君） 追加日程第４ 石川

県後期高齢者医療広域連合選出議員の選挙を

行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第

118条第２項の規定によって指名推選にした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、選挙の方法は指名推選により

行うことに決定しました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長が指名するこ

とにしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、議長が指名することに決定しまし

た。 

 石川県後期高齢者医療広域連合議会議員に

中能登町議会議員、私、甲部昭夫を指名しま

す。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長が指名しました中能登町議会

議員、私、甲部昭夫を石川県後期高齢者医療

広域連合議会議員の当選人とすることにご異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、ただいま指名しました中能登町議

会議員、私、甲部昭夫が石川県後期高齢者医

療広域連合議会議員に当選しました。 

 会議規則第33条第２項の規定により、当選

の告知をします。 

 

 ◎追 加 日 程 

○議長（甲部昭夫君） お諮りいたします。 

 ただいま議会人事に伴い、私こと甲部昭夫

が議会運営委員会委員、議会行革・活性化特

別委員会委員及び庁舎統合建設特別委員会委

員を辞任したい旨の申し出をいたします。こ

れを日程に追加し、議題としたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、議会運営委員会委員、議会行革・

活性化特別委員会委員及び庁舎統合建設特別

委員会委員の辞任を日程に追加し、議題とし

ます。 

 ここで、追加日程表を配付のため暫時休憩

します。 

 なお、ここで、一身上の都合により副議長

と交代したいと思います。よろしくお願いい

たします。 

           午後５時40分 休憩 

 

           午後５時41分 再開 

○副議長（宮下為幸議員） 会議を再開しま

す。 

 ただいま議長の一身上の都合により副議長

の宮下が議長職を務めることになりましたの

で、よろしくお願いいたします。 

 

 ◎議会運営委員会委員、議会行革・活性化 

  特別委員会委員及び庁舎統合建設特別委 

  員会委員の辞任 

○副議長（宮下為幸議員） 追加日程第５ 

議会運営委員会委員、議会行革・活性化特別

委員会委員及び庁舎統合建設特別委員会委員

の辞任を議題とします。 

 10番 甲部昭夫議員は、地方自治法第117

条の規定により退場を求めます。 

  〔10番（甲部昭夫議員）退場〕 

○副議長（宮下為幸議員） お諮りいたしま

す。 
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 甲部昭夫議員の議会運営委員会委員、議会

行革・活性化特別委員会委員及び庁舎統合建

設特別委員会委員の辞任を許可することにご

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○副議長（宮下為幸議員） 異議なしと認め

ます。 

 よって、甲部昭夫議員の議会運営委員会委

員、議会行革・活性化特別委員会委員及び庁

舎統合建設特別委員会委員の辞任を許可する

ことに決定しました。 

 甲部昭夫議員の入場を許可します。 

  〔10番（甲部昭夫議員）入場〕 

○副議長（宮下為幸議員） 以上で議長を交

代します。 

  〔甲部昭夫君、議長席に着席〕 

 

 ◎追 加 日 程 

○議長（甲部昭夫君） ただいま議会運営委

員会委員、議会行革・活性化特別委員会委員

及び庁舎統合建設特別委員会委員が欠員とな

りました。 

 各委員会委員の選任を日程に追加し、直ち

に議題としたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、議会運営委員会委員、議会行革・

活性化特別委員会委員及び庁舎統合建設特別

委員会委員の選任を日程に追加し、追加日程

第６として、直ちに議題とすることに決定し

ました。 

 ここで、追加日程表を配付のため暫時休憩

します。 

           午後５時44分 休憩 

 

           午後５時45分 再開 

○議長（甲部昭夫君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 

 ◎議会運営委員会委員、議会行革・活性化 

  特別委員会委員及び庁舎統合建設特別委 

  員会委員の選任 

○議長（甲部昭夫君） 追加日程第６ 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員会委員、議会行革・活性化特

別委員会委員及び庁舎統合建設特別委員会委

員の選任につきましては、委員会条例第８条

第２項の規定により、議長が指名することに

したいと思います。これにご異議ありません

か。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、議会運営委員会委員、議会行革・

活性化特別委員会委員及び庁舎統合建設特別

委員会委員は、議長が指名することに決定し

ました。 

 まず、議会運営委員会委員に９番 亀野冨

二夫議員議員を指名します。これにご異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、議会運営委員会委員に９番 亀野

冨二夫議員を選任することに決定しました。 

 次に、議会行革・活性化特別委員会委員に

９番 亀野冨二夫議員議員を指名します。こ

れにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（甲部昭夫君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、議会行革・活性化特別委員会委員

に９番 亀野冨二夫議員を選任することに決

定しました。 

 次に、庁舎統合建設特別委員会委員に９番

 亀野冨二夫議員を指名します。これにご異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（甲部昭夫君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、庁舎統合建設特別委員会委員に９

番 亀野冨二夫議員を選任することに決定し

ました。 

 ここで、総務建設常任委員会を開催のため

暫時休憩します。 

           午後５時48分 休憩 

 

           午後５時49分 再開 

○議長（甲部昭夫君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 総務建設常任委員会において、私の一身上

の都合により総務建設常任委員会副委員長の

職を辞任したい旨、申し出ましたところ辞任

が許可され、委員会条例第９条第２項の規定

に基づき、互選により、１番 土本 稔議員

が副委員長に選出されましたので、ご報告い

たします。 

 

 ◎閉議・閉会 

○議長（甲部昭夫君） 以上で、本臨時会に

付議されました議案の審議は全て終了しまし

た。 

 これをもって平成27年第４回中能登町議会

臨時会を閉会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午後５時50分 閉会 
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